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福祉ボランティアグループ活動助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、たすけあいを基調とする福祉ボランティア活動の振興とグループ

活動の活性化を図るため、高齢者や障がい者、児童等を対象としたボランティア活動

を行う福祉ボランティアグループ（以下、「グループ」という。）に対して、社会福祉

法人 早島町社会福祉協議会（以下「本会」という。）が、活動費の一部を助成するこ

とに関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（助成対象） 

第２条 助成金の交付対象となるグループは、次のすべての事項に該当するものとする。 

（１）会員が３名以上のグループ 

（２）会則等の組織運営ルールを規定し、会費等の自主財源を確保しているグループ 

（３）町内でおおむね月１回以上、高齢者や障がい者、児童等を対象に、直接的または

間接的なボランティア活動を行っているグループ 

（４）特別な活動（事業）を除き、その主となるグループ活動に他の公的な助成等を受

けていないグループ 

 

（助成金の種類） 

第３条 助成金の種類は、次の各号に定める４種類とする。 

（１）「団体運営費助成金」として、年間の事務調整費として、会員１人あたり別表に

掲げる額を助成する。 

（２）「活動人数別助成金」として、前年度に行った第２条３号の活動への年間延べ活

動人数に応じ、別表に掲げる額を助成する。 

（３）「福祉教育協力費助成金」として、公的機関が実施する町内の小中学生等を対象

とした福祉教育目的の事業への協力時に、１回あたり別表に掲げる額を助成する。 

（４）「備品等購入費助成金」として、グループ活動や新規活動開始時等に、別表に掲

げる額を上限に、必要な備品購入費用を助成する。 

 

（交付申請） 

第４条 前条に定める各助成金を受けようとするグループは、助成金交付申請書（様式

第１号）に添えて、次の各号に掲げる書類を本会会長へ提出しなければならない。 

（１）「団体運営費助成金」 

①グループ会員名簿（様式第１号の２） 

②活動計画書（様式第１号の３） 

③予算書（様式第１号の４） 

④会則等 

（２）「活動人数別助成金」 

前年度活動人数実績報告書（様式第２号） 

（３）「福祉教育協力費助成金」 

福祉教育事業実績報告書（様式第３号） 

（４）「備品等購入費助成金」 

備品等購入計画書（様式第４号） 
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（交付決定） 

第５条 会長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、

適当であると認めたときは、助成金決定通知書（様式第５号）により速やかに交付の

決定を通知するものとする。 

 

（実績報告等） 

第６条 第４条、第５条により各助成金の交付を受けたグループは、活動が完了したと

きは速やかに次の号に掲げる書類を会長に提出しなければならない。 

（１）「団体運営費助成」「活動人数別助成」 

①活動実績報告書（様式第６号） 

②に活動報告書（様式第６号の２） 

③及び収支決算書（様式第６号の３） 

（２）「備品等購入費助成」 

備品等購入確認書（様式第７号） 

 

（助成金の返還） 

第７条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取

り消し、既に助成金が交付されているときは、その全部または一部の返還を命ずるこ

とができる。 

（１）助成金の交付の申請について不正の事実があったとき 

（２）助成金を助成の目的以外に使用した事実があったとき 

（３）助成を行った活動を中止したとき 

（４）助成を行った活動を遂行する見込みがなくなったと認めたとき 

（５）助成金額が当該年度の決算で総支出額を超えるとき 

（６）その他、この要綱に違反したと認めたとき 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

助成金の種類 助成額 対象経費 

（１）団体運営費助成  会員１人あたり 500 円を助成する。 ・消耗品費 

・通信運搬費 

（２）活動人数別助成  会員の前年度の活動延べ人数に応じ、下

記表の区分の助成額を助成する。 

区分 年間延べ活動人数 助成額 

Ａ  ２０～ ３９人 10,000 円 

Ｂ  ４０～ ５９人 13,000 円 

Ｃ  ６０～ ７９人 16,000 円 

Ｄ  ８０～ ９９人 19,000 円 

Ｅ １００～１１９人 22,000 円 

Ｆ １２０～１３９人 25,000 円 

Ｇ １４０～１５９人 28,000 円 

Ｈ １６０～１７９人 31,000 円 

Ｉ １８０～１９９人 34,000 円 

Ｊ ２００人以上 37,000 円 

※内部の定例会、親睦会、販売目的に参加

したイベントは除く。 

・原材料費 

・消耗品費 

・活動機材費 

・印刷製本費 

・通信運搬費 

・賃借料 

・謝金 

・研修費 

（３）福祉教育協力費助成  活動１回あたり、3,000 円を助成する。 

※要請のあった当該公的機関や教育機関  

 から別に原材料費等の費用弁償や助成  

 のある場合を除く。 

・原材料費 

・消耗品費 

（４）備品等購入費助成  活動時期に応じ、下記表の区分の助成額

を上限に助成する。 

区分 活動時期 助成額 

Ａ 活動開始時 30,000 円 

Ｂ 新規活動開始時 30,000 円 

Ｃ 前回助成後 

３年経過時毎 

20,000 円 

 

 

・活動機材費 

(5,000 円 

 以上の機材) 

・活動に不可欠

な消耗品また

は備品に付随

する消耗品 

(3,000 円/個 

以上の消耗品) 

 ※１ 本助成申請を行う前に１年間の自主活動を行うことを原則とする。 

 ※２ （３）（４）の各助成の申請は、原則として（１）（２）の申請を前提とする。 

 ※３ 対象経費はすべて活動に必要な経費とする。 

  

 


